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4 資料編 

 

地域公共交通については、活性化再生法の制定以降、関連する計画策定制度

や市町村に対する支援制度の見直しが行われており、直近では、令和 2年 11月

にも改正が行われているため、以下に、地域公共交通に関する主な制度の概要

とその変遷を示す。 

 

(1) 活性化再生法の変遷 

平成 19年 5月 活性化再生法の制定 

 地域公共交通総合連携計画 

・ 市町村は、幅広い関係者から構成される協議会（法定協議会）での協議を経て、地

域公共交通の活性化・再生を総合的かつ一体的に推進するための計画（地域公共交通

総合連携計画）の策定が可能 

・ 地域公共交通総合連携計画に定められる事業のうち、特に重点的に取り組むことが

期待される事業（地域公共交通特定事業※）について、国による認定制度等を設け、

認定等に係る事業に対して、法律の特例措置で支援 

 

 ※地域公共交通特定事業：軌道運送高度化事業、道路運送高度化事業、海上運送高度

化事業、鉄道再生事業、乗継円滑化事業 

 

平成 26年 11月改正 

 地域公共交通網形成計画 

・ 国土交通大臣等が策定する基本方針に基づき、市町村が地域の関係者から構成され

る協議会（法定協議会）での協議を経て、地域公共交通網形成計画（マスタープラン）

の策定が可能 

・ 地域公共交通網形成計画に、地域公共交通再編事業等の地域公共交通特定事業   

（※）を記載し、地域公共交通再編実施計画等について、国の認定を受けた場合には、

法律・予算の特例措置で支援 

 

 ※地域公共交通特定事業：鉄道運送高度化事業、道路運送高度化事業、海上運送高度

化事業、鉄道事業再構築事業（平成 20年追加）、地域公共交

通再編事業【新設】、鉄道再生事業 

 

 地域公共交通再編実施計画（新設） 

 ・ 地域公共交通網形成計画を実現するための実施計画の一つ。地域公共交通特定事業

のうち、地域公共交通再編事業に関する事項を記載した場合、地域公共交通再編実施

計画を作成 

 ・ 地域公共交通再編実施計画は、事業者等の同意の下、地方公共団体が策定 
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令和 2年 11月改正 

 地域公共交通計画 

・ 地方公共団体による地域公共交通計画（マスタープラン）の作成を努力義務化。地

方公共団体が地域の関係者から構成される協議会（法定協議会）での協議を経て策定 

（※改正法施行前に作成された地域公共交通網形成計画は、改正法施行後も地域公共交通計画とみなされ

る。） 

 ・ 従来の公共交通サービスに加え、地域の多様な輸送資源（自家用有償旅客運送、福

祉輸送、スクールバス等）を位置付け、地域の移動ニーズにきめ細かに対応 

 ・ 定量的な目標（利用者数、収支等）の設定、毎年度の評価等により、データに基づ

く PDCAを強化 

 ・ 地域公共交通計画に、地域公共交通利便増進事業等の地域公共交通特定事業（※）

を記載し、地域公共交通利便増進実施計画等について、国の認定を受けた場合には、

法律の特例措置で支援 

  

  ※地域公共交通特定事業：地域公共交通利便増進事業【新設】（改正前：地域公共交通再編事

業）、貨客運送効率化事業【新設】、軌道運送高度化事業、道

路運送高度化事業、海上運送高度化事業、鉄道事業再構築

事業、地域旅客運送サービス継続事業【新設】、鉄道再生事

業 

 

 地域公共交通利便増進実施計画（改正前：地域公共交通再編実施計画） 

（※改正法施行前に作成された地域公共交通再編実施計画は、改正法施行後は地域公共交通利便増進実施

計画とみなされる。） 

 ・ 地方公共団体は、地域公共交通計画において地域公共交通利便増進事業の概要を定

めた上で地域公共交通利便増進事業を実施しようとする者等の同意を得て、当該事業

の実施計画である地域公共交通利便増進実施計画を作成し、国土交通大臣の認定を申

請 

 

 貨客運送効率化事業実施計画（新設） 

 ・ 旅客運送事業者による貨客混載運送の導入を円滑化することで、継続的な地域旅客

運送サービスを確保する「貨客運送効率化事業」を創設 

 ・ 事業者は、当該事業の実施計画である貨客運送効率化事業実施計画を作成し、国土

交通大臣の認定を申請 

 

 地域旅客運送サービス継続実施計画（新設） 

 ・ 路線バス等の維持が困難と見込まれる段階で、地方公共団体が、関係者と協議して

サービス継続のための実施方針を策定し、公募により新たなサービス提供事業者等を

選定する「地域旅客運送サービス継続事業」を創設 

 ・ 地方公共団体が、サービス提供事業者と連携し、当該事業の実施計画である地域旅

客運送サービス継続実施計画を作成し、国土交通大臣の認定を申請 
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（参考）地域公共交通計画と従来の計画の違い 

 地域公共交通計画 

（令和 2年～） 

地域公共交通網形成計画 

（平成 26年～） 

地域公共交通総合連携計画 

（平成 19年～） 

計 画 の

対象 

・ネットワークの確保・充実

に加え、ダイヤや運賃な

どの面からもサービスを

総合的に捉え改善や充実

に取り組むもの 

・地域の輸送資源を総動員

する具体策を盛り込むこ

とができるもの 

・バス路線などの専ら公共

交通のネットワークの確

保・充実（主に路線の再編

や新規整備）を対象とす

るもの 

・バス交通などの活性化・再

生を目的としており、特

定の交通機関に特化した

計画の作成も可能 

位 置 付

け 

・地方公共団体による作成

を法的に努力義務化 

・基本的に全ての地方公共

団体において計画の作成

や実施に取り組むもの 

・地方公共団体による作成

が可能 

・市町村による作成が可能

（複数市町村での作成も

可能） 

実 効 性

確保 

・定量的な目標の設定や毎

年度の評価などの仕組み

を制度化 

・定量的なデータに基づく

PDCAの取組を強化 

・可能な限り具体的な数値

指標を明示 

・原則として計画期間の終

了時・計画の見直し時に

達成状況を評価 

・可能な限り具体的かつ明

確な目標を設定 

(注) 「地域公共交通計画等の作成と運用の手引き 第 2版」（令和 3 年 3 月国土交通省）による。 

 

（参考）地域公共交通再編事業と地域公共交通利便増進事業の考え方の違い 

【法改正前】 

地域公共交通再編事業 

（実施計画：地域公共交通再編実施計画） 

【法改正後】 

地域公共交通利便増進事業 

（実施計画：地域公共交通利便増進実施計画） 

地方公共団体が中心となって、バス路線網の見

直し等により地域公共交通を再編する取組を通

じて、コンパクトなまちづくりと連携しつつ、面

的な公共交通ネットワークの再構築を図る事業 

地方公共団体が中心となって、路線ネットワー

クにとどまらず、運賃やダイヤ等の見直しも含め

た利用者の利便の増進に資する取組を通じて、地

域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保を

図る事業 

(注) 国土交通省の資料に基づき、当省が作成した。 

 

(2) 法定協議会等 

活性化再生法では、法定計画の策定や実施に関する協議のため、法定協

議会を組織することができるとされている。 

また、新たに法定協議会を設置する以外にも、既に設置されている地域

公共交通会議や地域協議会に構成員を追加することにより、活性化再生法

に基づく法定協議会としての機能を付加することも可能となっている。 

地域公共交通に関する主な協議会等の概要は表 1のとおりである。 
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表 1 法定協議会等の比較 

 法定協議会 
地域公共交通 

会議 
地域協議会 運営協議会 

新ﾓﾋﾞﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ

協議会 

根拠 

法令等 

活性 化再生 法

（第 6条） 

道路運送法施行

規則（第 9 条の

3） 

道路運送法施行

規則（第 15条の

4第 2項） 

道路運送法施行

規則（第 51条の

8） 

活 性化再生 法

（第 36条の 4） 

主催者 地方公共団体 

（市町村（複数

可）又は都道府

県） 

地方公共団体 

（市町村（複数

可）又は都道府

県） 

都道府県 地方公共団体 

（市町村（複数

可）又は都道府

県） 

地方公共団体 

（市町村（複数

可）又は都道府

県） 

目的 ・地域公共交通

計画の作成及

び実施に関し

必要な協議 

・地域の実情に

応じた適切な

乗合旅客運送

の態様及び運

賃・料金等に

関する事項、

自家用有償旅

客運送の必要

性及び旅客か

ら収受する対

価に関する事

項、その他こ

れらに関し必

要となる事項

の協議を実施 

・地域の交通計

画を作成（任

意） 

・地域住民の生

活に必要な旅

客輸送を確保

するための枠

組みづくりそ

の他の生活交

通について審

議 

・具体的な路線

に係る生活交

通の確保に関

する計画の作

成 

・自家用有償旅

客運送の必要

性、旅客から

収受する対価

その他の自家

用有償旅客運

送を実施する

に当たり必要

となる事項の

協議 

・新モビリティ

サービス事業

の実施に関し

必要な協議 

対象と

なる交

通モー

ド 

多様な交通モー

ド 

バス・タクシー

（乗合）、自家用

有償旅客運送 

バス・タクシー

（乗合） 

※路線定期運行

のみ 

自家用有償旅客

運送 

多様な交通モー

ド 

構成員 ・地域公共交通

計画を作成し

ようとする地

方公共団体 

・関係する公共

交 通 事 業 者

等、自家用有

償 旅 客 運 送

者、道路管理

者、港湾管理

者その他地域

公共交通計画

に定めようと

する事業を実

施すると見込

まれる者 

・関係する公安

委員会及び住

民、高齢者や

障害者を含む

地域公共交通

の利用者、学

識経験者その

他の当該地方

・地域公共交通

会議を主宰す

る市町村長又

は都道府県知

事その他の地

方公共団体の

長 

・一般旅客自動

車運送事業者

及びその組織

する団体 

・住民又は旅客 

・地方運輸局長 

・一般旅客自動

車運送事業者

の事業用自動

車の運転者が

組織する団体 

 

【必要に応じて

次に掲げる者を

構成員として加

えることができ

る】 

・地域協議会を

主宰する都道

府県知事又は

その指名する

職員 

・関係市町村及

び関係地方運

輸局の長又は

その指名する

職員 

・関係する一般

旅客自動車運

送事業者 

・運営協議会を

主宰する市町

村長又は都道

府県知事その

他の地方公共

団体の長 

・一般旅客自動

車運送事業者

及びその組織

する団体 

・住民又は旅客 

・地方運輸局長 

・一般旅客自動

車運送事業者

の事業用自動

車の運転者が

組織する団体 

・運営協議会を

主宰する市町

村長又は都道

府県知事の管

轄する区域内

において現に

自家用有償旅

・地方公共団体 

・認定新モビリ

ティサービス

事業者 

・新モビリティ

サービス事業

を実施すると

見込まれる者

並びに関係す

る交通事業者

等、道路管理

者及び港湾管

理者 

・関係する公安

委員会及び地

域公共交通の

利用者、学識

経験者その他

の当該地方公

共団体が必要

と認める者 
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公共団体が必

要と認める者 

・路線を定めて

行う一般乗合

旅客自動車運

送事業又は自

家用有償旅客

運送について

協議を行う場

合には、道路

管理者及び都

道府県警察 

・学識経験を有

する者その他

の地域公共交

通会議の運営

上必要と認め

られる者 

客運送を行っ

ている特定非

営利活動法人

等 

 

【必要に応じて

以下の構成員を

含めることがで

きる】 

・学識経験を有

する者その他

の運営協議会

の運営上必要

と認められる

者 

(注) 「地域公共交通計画等の作成と運用の手引き（詳細編） 第 2 版」による。 

  

(3) 地域公共交通確保維持改善事業 

地域公共交通確保維持改善事業は、生活交通の存続が危機にひんしてい

る 地域等において、地域の特性・実情に最適な移動手段が提供され、ま

た、バリアフリー化やより制約の少ないシステムの導入等移動に当たって

の様々な障害の解消等がなされるよう、地域公共交通の確保・維持・改善

を支援することを目的として、平成 23年に創設された。 

本事業は、表 2のとおり、大きく分けて三つの内容から構成され、補助

申請に当たっては、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（平

成 23年 3月 30日付け国総計第 97号、国鉄財第 368号、国鉄業第 102号、

国自旅第 240号、国海内第 149号、国空環第 103号。最終改正：令和 3年

4月 5日付け国総地第 121号、国自旅第 504 号、国海内第 234号）に基づ

き、個別に補助計画を作成することとされていた。しかし、地域公共交通

網形成計画の策定については補助要件として求められておらず、法定計画

と支援制度が直接的に結び付いていなかったため、令和 2 年の改正では、

地域公共交通計画の作成が地域公共交通確保維持改善事業（地域公共交通

確保維持事業）による補助要件として定められることとなった。 

地域公共交通確保維持事業における乗合バス等の運行費や車両購入費

等に対しての補助については、これまでは運送事業者若しくは法定協議会

又は地方公共団体に対し補助を行っていたが、令和 2年の改正では地域公

共交通計画への位置付けを要件とし、原則として法定協議会（地域間幹線

系統については乗合バス事業者又は法定協議会）に対し補助することで、

地域の多様な関係者による連携・協働による計画的な取組を支援すること

となった。陸上交通に関する補助対象事業者については表 3のとおりであ

る。 
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表 2 地域公共交通確保維持改善事業の概要 

事業 
支援の内容 

法改正前（平成 31年度） 法改正後（令和 2年度） 

地域公共交通
確保維持事業
（地域の実情
に応じた生活
交通の確保維
持） 

○ 幹線バス交通の運行 
・ 地域間交通ネットワークを形成す
る幹線バス交通の運行や車両購入を
支援 

○ 地域内交通の運行 
・ 過疎地域等において、コミュニティ
バス、デマンドタクシー等の地域内交
通の運行や車両購入等を支援 

○ 離島航路・航空路の運航 
・ 離島住民の日常生活に不可欠な交
通手段である離島航路・航空路の運航
等を支援 

○ 高齢化が進む過疎地域等の足を確保
するための幹線バス交通や地域内交通
の運行 

 ・ 地域間交通ネットワークを形成す
る幹線バス交通の運行や車両購入、
貨客混載の導入を支援 

 ・ 過疎地域等において、コミュニテ
ィバス、デマンドタクシー、自家用
有償旅客運送等の地域内交通の運行
や車両購入、貨客混載の導入を支援 

○ 離島航路・航空路の運航 
 ・ 離島住民の日常生活に不可欠な交

通手段である離島航路・航空路の運
航等を支援 

地域公共交通
バリア解消促
進等事業 
（快適で安全
な公共交通の
実現） 

○ ノンステップバス、福祉タクシーの導
入、鉄道駅における内方線付点状ブロッ
クの整備、ホームドアの設置等 

○ 地域鉄道の安全性向上に資する設備
の更新等 

○ 高齢者等の移動円滑化のためのノン
ステップバス、福祉タクシーの導入、
鉄道駅における内方線付点状ブロック
の整備 

○ 地域鉄道の安全性向上に資する設備
の更新等 

地域公共交通
調査等事業 
（地域公共交
通ネットワー
ク形成に向け
た計画策定等
の後押し） 

○ 地域公共交通網形成計画等の策定に
係る調査 

○ 地域公共交通網形成計画等に基づく
利用促進・事業評価 

○ 地域におけるバリアフリー化の促進
を図るための移動等円滑化促進方針の
策定に係る調査 

○ 地域における一層の連携・協働とイ
ノベーションに向けた取組の促進を図
るための新たな法定計画の策定に資す
る調査等 

○ 地域におけるバリアフリー化の促進
を図るための移動等円滑化促進方針・
基本構想の策定に係る調査 

(注) 国土交通省の資料に基づき、当省が作成した。 

 

表 3 地域公共交通確保維持事業（陸上交通）に関する補助対象事業者 

事業 
補助対象事業者 

従来制度 新制度（※3年程度の経過措置あり） 

地域間幹線系統補
助 

一般乗合旅客自動車運送事業者又は
活性化再生法に基づく協議会 

一般乗合旅客自動車運送事業者又は活性
化再生法に基づく協議会 

地域内フィーダー
系統補助 

一般乗合旅客自動車運送事業者、自
家用有償旅客運送者又は活性化再生
法に基づく協議会 

活性化再生法に基づく協議会 

車両減価償却費等
補助 
（幹線系統） 

一般乗合旅客自動車運送事業者又は
活性化再生法に基づく協議会 

一般乗合旅客自動車運送事業者又は活性
化再生法に基づく協議会 

車両減価償却費等
補助 
（フィーダー系
統） 

一般乗合旅客自動車運送事業者、自
家用有償旅客運送者又は活性化再生
法に基づく協議会 

活性化再生法に基づく協議会 

公有民営補助 地方公共団体又は活性化再生法に基
づく協議会 

自家用有償旅客運
送導入促進のため
の車両購入費等へ
の補助 

活性化再生法に基づく協議会 

貨客混載のための
車両改造費補助 

活性化再生法に基づく協議会 

(注) 「地域公共交通計画等の作成と運用の手引き（詳細編） 第 2 版」による。 
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(4) 自家用有償旅客運送 

平成 18 年に自家用有償旅客運送の制度が創設された。創設時の概要

は表 4 のとおりである。直近では、令和 2 年 11 月の道路運送法施行規

則の改正により、自家用有償旅客運送の種別の見直しや協議関係の整理

が行われるなど、表 5から 9のとおり改正された。 

   

   表 4 自家用有償旅客運送制度の概要（平成 18年制度創設時） 

概要 過疎地域での輸送や福祉輸送といった、地域住民の生活に必要
な輸送について、それらがバス・タクシー事業によっては提供され
ない場合に、市町村、NPO法人等が自家用車を用いて有償で運送で
きることとする制度 

種類 ・住民等のための「自家用有償旅客運送」 
（市町村運営有償運送（交通空白）、公共交通空白地有償運送） 
・身体障害者等のための「自家用有償旅客運送」 
（市町村運営有償運送（福祉）、福祉有償運送） 

登録要件 ①バス、タクシーによることが困難、かつ、 
②地域の関係者（※）により、「地域住民の生活に必要な輸送」で
あるとの共通認識 
（※地域住民、地方公共団体、NPO、バス・タクシー事業者及びその組織す

る団体、地方運輸局又は運輸支局等） 

③必要な安全体制の確保 

(注) 国土交通省の資料に基づき、当省が作成した。 

 

表 5 主な改正点（概要） 

 改正前 改正後 

①自家用有償旅客運送

の種別の見直し（表 6） 

・3類型 ・2類型 

②協議関係の多様化（表

7） 

・地域公共交通会議 

・法定協議会（活性化再生法） 

※市町村が実施主体となる場合のみ 

・運営協議会 

・地域公共交通会議 

・法定協議会（活性化再生法） 

・運営協議会 

・関係者と協議 

・活性化再生法の地域公共計画 

③有償運送の対象の追

加・整理（表 8） 

・区域内の住民 

・道路運送法施行規則で定める 

イ、ロ、ハ、ニ 

・地域住民、観光旅客、来訪者 

・道路運送法施行規則で定める 

イ、ロ、ハ、ニ、ホ、へ、ト 

④事業者協力型自家用

有償旅客運送（表 9） 
― 

・新設 

(注) 国土交通省の資料に基づき、当省が作成した。 
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表 6 自家用有償旅客運送の種別の見直し 

改正前 

（実施主体に応じて 3類型） 

改正後 

（運送目的に応じて 2類型） 

①市町村運営有償運送 

（交通空白輸送） 

  市町村が主体となって、当該市町村の住民

等の運送を行うもの 

 

（市町村福祉輸送） 

  市町村が主体となって、当該市町村の住民

等のうち、単独で公共交通機関を利用できな

い身体障害者等の運送を行うもの 

 

②公共交通空白地有償運送 

 NPO 法人等が主体となって、交通空白地にお

いて当該区域内の住民等の運送を行うもの 

 

③福祉有償運送 

 NPO 法人等が主体となって、単独で公共交通

機関を利用できない身体障害者等の運送を行

うもの 

①交通空白地有償運送 

 市町村や NPO法人等が主体となって、交通空

白地において当該区域内の住民等の運送を行

うもの 

 

②福祉有償運送 

 市町村や NPO法人等が主体となって、単独で

公共交通機関を利用できない身体障害者等の

運送を行うもの 

(注) 国土交通省の資料に基づき、当省が作成した。 

 

表 7 協議関係の多様化 

改正前 改正後 

 自家用有償旅客運送の実施に当たっては、原

則として、 

 

市町村が実施主体となる市町村運営有償運送

については、「地域公共交通会議」、「法定協議

会」、 

 

NPO 等が実施主体となる公共交通空白地有償運

送及び福祉有償運送については「運営協議会」 

 

において協議が調っていることが必要 

 改正後は、有償旅客運送の種別にかかわら

ず、 

 

ア.地域公共交通会議 

イ.法定協議会（活性化再生法第 6条） 

ウ.運営協議会 

のいずれかにおいて協議が調っていることと

なり、また、これらの会議又は協議会が組織さ

れていない場合には、 

 

エ.関係者間において協議が調ったときは、協

議が調ったものとみなす（「福祉有償運送の

登録に関する処理方針について」（令和 2年

11月 27日付け国自旅第 317号）における福

祉有償運送の申請に対する処理方針 2.(3)

③） 

オ.活性化再生法第 5 条に規定する「地域公共

交通計画」に、自家用有償旅客運送について

記載があるときは、協議が調ったものとみ

なす。なお、実施に当たって必要な事項の調

整については、別途地域公共交通会議等に

おいて、協議する必要がある（「福祉有償運

送の登録に関する処理方針について」にお

ける福祉有償運送の申請に対する処理方針

2.(3)③） 

 

など、協議が調うための場が多様化した。 

(注) 国土交通省の資料に基づき、当省が作成した。 
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表 8 有償運送の対象の追加・整理 

有償運送の対象

の追加 

（道路運送法第

78条第 2号） 

【地域住民だけでなく観光客を含む来訪者も対象とすることを法律において

明確化】 

自家用有償旅客運送の対象が「地域住民又は観光旅客その他当該地域を来

訪する者」と改正されたことで、改正前の道路運送法施行規則第 49条第 2項

において市町村長が認めた場合に輸送が可能であった来訪者及びその付添人

も輸送対象に含まれることとなり、運送しようとする旅客の範囲に観光客（福

祉有償は観光客を含む来訪者であって身体障害者等の移動制約者）が追加と

なった。 

福祉有償運送の

対象の追加及び

整理 

（道路運送法施

行規則第 49 条関

係） 

【道路運送法施行規則上、明記されていなかった者について、同規則を改正

し、第 49条第 1項第 2号に別途定義規定を置いて明確化】 

イ「身体障害者福祉法第 4条に規定する身体障害者」 

ロ「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 5条に規定する精神障害者」 

ハ「障害者の雇用の促進等に関する法律第 2条第 4号に規定する知的障害者」 

ニ「介護保険法第 19条第 1項に規定する要介護認定を受けている者」 

ホ「介護保険法第 19条第 2項に規定する要支援認定を受けている者」 

へ「介護保険法施行規則第 140条の 62の 4 第 2号の厚生労働大臣が定める基準に該

当する者」 

ト「その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者」 

 

※ 道路運送法施行規則第 51条の 13の改正により、運送しようとする旅客の範囲を

変更（増加・変更）する場合は、これまでの軽微変更届出ではなく、変更登録が必

要となった（旅客の範囲を縮小する場合に限り軽微変更届となる。）。 

(注) 国土交通省の資料に基づき、当省が作成した。 

 

表 9 事業者協力型自家用有償旅客運送の創設 

事業者協力型自

家用有償旅客運

送制度 

（道路運送法第

79 条の 2 第 1 項

第 5号） 

【道路運送法の事業許可を持つ一般旅客自動車運送事業者が、運行主体の運

行管理及び整備管理の実務に協力する制度の創設】 

 

（制度の狙い）制度の活用により、以下の効果が期待される。 

 ・利用者：バス・タクシー事業者が、運行管理、車両整備管理に協力する

ことで、より安心、安全なサービスを受けることが可能となる。 

・運送主体：運行管理等に関する業務負担の軽減や運行ノウハウの活用を

図ることが可能となる。 

・バス・タクシー事業者：委託費の確保等による収入面での向上が期待で

きる。 

（協力の形態） 

・ 交通事業者（バス・タクシー）が、運行管理、車両整備管理の委託を

受ける。 

・ 交通事業者が NPO等の構成員として参画し、運行管理、車両整備管理

を担当する。 

(注) 国土交通省の資料に基づき、当省が作成した。 




